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株式会社横浜シーサイドライン新杉田駅において発生した 

鉄道人身障害事故に係る勧告について 

 

 

本件事故の直接の原因は、列車の前後進回路が断線したことにより、モーターの駆

動方向が線路終端側の上り方向に向いたまま、走行が開始されたことによるものであ

るが、このような障害発生時における危険な事象を排除できなかった背景には、車両

の設計・製造プロセスにおいて、「設計体制等の確認や調整」、「安全要件の抽出」、「安

全性の検証」が十分に実施されていなかったことが考えられる。 

 

近年ますます複雑化が進む車両の設計において、鉄軌道における運転士又は前頭に

緊急停止操作を行う係員が乗務しない列車の自動運転システム等の設計及び製造並

びに改造にあたっては、システムインテグレーションを実施する設計体制を構築した

上で、危険な事象につながる条件を設計前に欠落なく抽出・評価し、その対策を安全

要件事項として反映することが重要であり、製造や運用を含めたライフサイクル全体

を対象とした安全管理が必要である。その中で、鉄軌道事業者及び車両メーカー等は、

より慎重に設計前に設計体制等の確認や調整、安全要件の抽出のフェーズを設け、そ

れぞれを十分に実施し、設計後等に安全性の検証を十分に行うべきものと考えられる。 

 

このことから、当委員会は、本事故調査の結果を踏まえ、鉄道事故防止及び鉄道事

故が発生した場合における被害の軽減のため、運輸安全委員会設置法第２６条第１項

の規定に基づき、国土交通大臣に対して、下記の施策を講じるよう勧告する。 

 

 

 

 

 

 



  

 

記 

 

国土交通省鉄道局は、全国の鉄軌道事業者及び鉄道車両の設計・製造に関わるメー

カーに対して、以下の事項の指導を徹底すべきである。 

 

(1) 運転士が乗務しない列車の自動運転をするためのシステムの製造及び改造の

設計にあたっては、別紙に示した設計・製造プロセスを参考に、「設計体制等

の確認や調整」、「安全要件の抽出」、「安全性の検証」の各フェーズを設け、そ

れぞれを十分に実施する。 

 

(2) 「設計体制等の確認や調整」のフェーズでは、システムインテグレーション

を実施する設計体制を構築し、その中で会社間の役割や責任分担、各装置に対

し各会社が標準としている仕様又は一般的と認識している仕様などを確認し調

整する。 

 

(3) 「安全要件の抽出」のフェーズでは、発生が想定される異常状態に対して、

網羅的な安全性の確認がなされるよう、システムの特性に応じて、体系的な安

全性解析などを実施し、安全確保に必要な要求事項等を整理する。 

 

(4) 「安全性の検証」のフェーズでは、上記(3)で抽出した安全要件などについ

て、システム全体が十分に安全性を確保しているかなど、設計の結果を検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

別紙 
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